
－１－

議案第２３号 

 

長久手市特定個人情報の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例について 

 

　長久手市特定個人情報の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例を別紙のとおり定めるものとする。 

 

 

令和８年２月１９日提出 

 

 

 

 

長久手市長　佐藤有美　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説　明 

　この案を提出するのは、地方公共団体情報システムの標準化に伴い、長久手

市特定個人情報の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

ため必要があるからである。 
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別紙 

長久手市条例第　号 

長久手市特定個人情報の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

部を改正する条例 

　長久手市特定個人情報の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２

７年長久手市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 

 

【別記1】 

 

改正後 

 
改正後 改正前

 別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係）

 【別記1　参照】 【別記1　参照】

 別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係）

 【別記2　参照】 【別記2　参照】

 別表第３（第５条関係） 別表第３（第５条関係）

 【別記3　参照】 【別記3　参照】

 
執行機関 事務

 
１　市長の項から２６　市長の項まで　（略）

 ２７　市長 生活に困窮する外国人に対する生活保

護法（昭和２５年法律第１４４号）に

準じて行う保護の決定及び実施、就労

自立給付金若しくは進学･就職準備給付

金の支給、被保護者健康管理支援事業

の実施、保護に要する費用の返還又は

徴収金の徴収に関する事務であって規

則で定めるもの
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改正前 

 

【別記2】 

 

改正後 

 
２８　市長、教育委員会 住登外者宛名番号管理機能による住登

外者の情報の管理に関する事務であっ

て規則で定めるもの

 
執行機関 事務

 
１　市長の項から２６　市長の項まで　（略）

 ２７　市長 生活に困窮する外国人に対する生活保

護法（昭和２５年法律第１４４号）に

準じて行う保護の決定及び実施、就労

自立給付金若しくは進学･就職準備給付

金の支給、被保護者健康管理支援事業

の実施、保護に要する費用の返還又は

徴収金の徴収に関する事務であって規

則で定めるもの

 
執行機関 事務 特定個人情報

 
１　市長 長久手市国民健康保険税

条例による国民健康保険

税の減免に関する事務で

あって規則で定めるもの

(1)　災害対策基本法（昭和３６年

法律第２２３号）による被災者

台帳の情報（以下「被災者台帳

情報」という。）であって規則

で定めるもの 

(2)　住登外者宛名番号管理機能に

よる住登外者の情報の管理に関

する情報（以下「住登外者宛名
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情報」という。）であって規則

で定めるもの

 
２　市長 長久手市子ども医療費支

給条例による子ども医療

費支給事務であって規則

で定めるもの

(1)　住民基本台帳法（昭和４８年

法律第８１号）第７条第４号に

規定する事項（以下「住民票関

係情報」という。）であって規

則で定めるもの 

(2)　住登外者宛名情報であって規

則で定めるもの

 
３　市長 長久手市障害者手当支給

条例による障害者手当に

関する事務であって規則

で定めるもの

(1)　住民票関係情報であって規則

で定めるもの 

(2)　住登外者宛名情報であって規

則で定めるもの

 
４　市長 長久手市障害者医療費支

給条例による障害者医療

費助成に関する事務であ

って規則で定めるもの

(1)　地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）その他の地方税に関

する法律及びこれらの法律に基

づく条例により算定した税額又

はその算定の基礎となる事項に

関する情報（以下「地方税関係

情報」という。）であって規則

で定めるもの 

(2)　住民票関係情報であって規則

で定めるもの 

(3)　住登外者宛名情報であって規

則で定めるもの

 
５　市長の項及び６　市長の項　（略）

 
７　市長 長久手市母子・父子家庭 (1)　地方税関係情報であって規則
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医療費支給条例による母

子・父子家庭医療対策事

業事務であって規則で定

めるもの

で定めるもの 

(2)　住民票関係情報であって規則

で定めるもの 

(3)　住登外者宛名情報であって規

則で定めるもの

 
８　市長の項　（略）

 
９　市長 長久手市介護保険条例に

よる介護保険料の減免に

関する事務であって規則

で定めるもの

(1)　被災者台帳情報であって規則

で定めるもの 

(2)　住登外者宛名情報であって規

則で定めるもの

 
１０　市長の項　（略）

 
１１　市長 愛知県在宅重度障害者手

当に関する事務であって

規則で定めるもの

(1)　地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

(2)　住民票関係情報であって規則

で定めるもの 

(3)　住登外者宛名情報であって規

則で定めるもの

 
１２　市長 愛知県遺児手当の支給に

関する事務であって規則

で定めるもの

(1)　地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

(2)　住民票関係情報であって規則

で定めるもの 

(3)　住登外者宛名情報であって規

則で定めるもの

 
１３　市長 特別障害者手当、障害児

福祉手当及び福祉手当に

関する事務であって規則

で定めるもの

(1)　地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

(2)　住民票関係情報であって規則

で定めるもの 
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(3)　住登外者宛名情報であって規

則で定めるもの

 
１４　市長 地域生活支援事業に関す

る事務であって規則で定

めるもの

(1)　地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

(2)　住民票関係情報であって規則

で定めるもの 

(3)　住登外者宛名情報であって規

則で定めるもの

 
１５　市長 療育手帳に関する事務で

あって規則で定めるもの

(1)　住民票関係情報であって規則

で定めるもの 

(2)　住登外者宛名登録情報であっ

て規則で定めるもの

 
１６　市長の項から２１　市長の項まで　（略）

 
２２　市長 後期高齢者医療費助成に

関する事務であって規則

で定めるもの

(1)　地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

(2)　住民票関係情報であって規則

で定めるもの 

(3)　介護保険関係情報であって規

則で定めるもの 

(4)　住登外者宛名情報であって規

則で定めるもの

 
２３　市長 高齢者の医療の確保に関

する法律（昭和５７年法

律第８０号）による後期

高齢者医療保険料賦課・

徴収事務であって規則で

定めるもの

(1)　地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

(2)　住登外者宛名情報であって規

則で定めるもの
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２４　市長 特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の保

育料の減免に関する事務

であって規則で定めるも

の

(1)　地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

(2)　住民票関係情報であって規則

で定めるもの 

(3)　住登外者宛名情報であって規

則で定めるもの

 
２５　市長 児童クラブ活動費の減免

に関する事務であって規

則で定めるもの

(1)　地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

(2)　住民票関係情報であって規則

で定めるもの 

(3)　住登外者宛名情報であって規

則で定めるもの

 
２６　市長 生活に困窮する外国人に

対する生活保護法に準じ

て行う保護の決定及び実

施又は徴収金の徴収に関

する事務であって規則で

定めるもの

(1)　生活保護法による保護の実施

又は就労自立給付金の支給に関

する情報であって規則で定める

もの 

(2)　児童扶養手当法（昭和３６年

法律第２３８号）による児童扶

養手当の支給に関する情報であ

って規則で定めるもの 

(3)　母子及び父子並びに寡婦福祉

法（昭和３９年法律第１２９

号）による給付金の支給に関す

る情報であって規則に定めるも

の 

(4)　地方税関係情報であって規則

で定めるもの 
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改正前 

 
(5)　母子保健法（昭和４０年法律

第１４１号）による養育医療の

給付又は養育医療に要する費用

の支給に関する情報であって規

則で定めるもの 

(6)　児童手当法（昭和４６年法律

第７３号）による児童手当又は

特例給付の支給に関する情報で

あって規則で定めるもの 

(7)　介護保険関係情報情報であっ

て規則で定めるもの 

(8)　住登外者宛名情報であって規

則で定めるもの

 
２７　市長 住登外者宛名番号管理機

能による住登外者の情報

の管理に関する事務であ

って規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定

めるもの

 
２８　教育委員

会

住登外者宛名番号管理機

能による住登外者の情報

の管理に関する事務であ

って規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施に関

する情報であって規則で定めるも

の

 
執行機関 事務 特定個人情報

 
１　市長 長久手市国民健康保険税

条例による国民健康保険

災害害対策基本法（昭和３６年法

律第２２３号）による被災者台帳

の情報（以下「被災者台帳情報」
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税の減免に関する事務で

あって規則で定めるもの

という。）であって規則で定める

もの

 
２　市長 長久手市子ども医療費支

給条例による子ども医療

費支給事務であって規則

で定めるもの

住民基本台帳法（昭和４８年法律

第８１号）第７条第４号に規定す

る事項（以下「住民票関係情報」

という。）であって規則で定める

もの

 
３　市長 長久手市障害者手当支給

条例による障害者手当に

関する事務であって規則

で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定

めるもの

 
４　市長 長久手市障害者医療費支

給条例による障害者医療

費助成に関する事務であ

って規則で定めるもの

(1)　地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）その他の地方税に関

する法律及びこれらの法律に基

づく条例により算定した税額又

はその算定の基礎となる事項に

関する情報（以下「地方税関係

情報」という。）であって規則

で定めるもの 

(2)　住民票関係情報であって規則

で定めるもの

 
５　市長の項及び６　市長の項　（略）

 
７　市長 長久手市母子・父子家庭

医療費支給条例による母

子・父子家庭医療対策事

業事務であって規則で定

めるもの

(1)　地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

(2)　住民票関係情報であって規則

で定めるもの
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８　市長の項　（略）

 
９　市長 長久手市介護保険条例に

よる介護保険料の減免に

関する事務であって規則

で定めるもの

被災者台帳情報であって規則で定

めるもの

 
１０　市長の項（略）

 
１１　市長 愛知県在宅重度障害者手

当に関する事務であって

規則で定めるもの

(1)　地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

(2)　住民票関係情報であって規則

で定めるもの

 
１２　市長 愛知県遺児手当の支給に

関する事務であって規則

で定めるもの

(1)　地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

(2)　住民票関係情報であって規則

で定めるもの

 
１３　市長 特別障害者手当、障害児

福祉手当及び福祉手当に

関する事務であって規則

で定めるもの

(1)　地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

(2)　住民票関係情報であって規則

で定めるもの

 
１４　市長 地域生活支援事業に関す

る事務であって規則で定

めるもの

(1)　地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

(2)　住民票関係情報であって規則

で定めるもの

 
１５　市長 療育手帳に関する事務で

あって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定

めるもの

 
１６　市長の項から２１　市長の項まで　（略）

 
２２　市長 後期高齢者医療費助成に (1)　地方税関係情報であって規則

で定めるもの 
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関する事務であって規則

で定めるもの

(2)　住民票関係情報であって規則

で定めるもの 

(3)　介護保険関係情報であって規

則で定めるもの

 
２３　市長 高齢者の医療の確保に関

する法律（昭和５７年法

律第８０号）による後期

高齢者医療保険料賦課・

徴収事務であって規則で

定めるもの

地方税関係情報であって規則で定

めるもの

 
２４　市長 特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の保

育料の減免に関する事務

であって規則で定めるも

の

(1)　地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

(2)　住民票関係情報であって規則

で定めるもの

 
２５　市長 児童クラブ活動費の減免

に関する事務であって規

則で定めるもの

(1)　地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

(2)　住民票関係情報であって規則

で定めるもの

 
２６　市長 生活に困窮する外国人に

対する生活保護法に準じ

て行う保護の決定及び実

施又は徴収金の徴収に関

する事務であって規則で

定めるもの

(1)　生活保護法による保護の実施

又は就労自立給付金の支給に関

する情報であって規則で定める

もの 

(2)　児童扶養手当法（昭和３６年

法律第２３８号）による児童扶

養手当の支給に関する情報であ

って規則で定めるもの 
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【別記3】 

 

改正後 

 
(3)　母子及び父子並びに寡婦福祉

法（昭和３９年法律第１２９

号）による給付金の支給に関す

る情報であって規則に定めるも

の 

(4)　地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

(5)　母子保健法（昭和４０年法律

第１４１号）による養育医療の

給付又は養育医療に要する費用

の支給に関する情報であって規

則で定めるもの 

(6)　児童手当法（昭和４６年法律

第７３号）による児童手当又は

特例給付の支給に関する情報で

あって規則で定めるもの 

(7)　介護保険関係情報情報であっ

て規則で定めるもの

 
照会機関 事務 提供機関 特定個人情報

 
１　教育委員会 長久手市特別支援

学校就学奨励金支

給条例による特別

支援学校就学奨励

市長 (1)　住民票関係情

報であって規則

で定めるもの 
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金に関する事務で

あって規則で定め

るもの

(2)　住登外者宛名

情報であって規

則で定めるもの

 
２　教育委員会 小学校又は中学校

に就学する就学援

助に関する事務で

あって規則で定め

るもの

市長 (1)　地方税関係情

報であって規則

で定めるもの 

(2)　住民票関係情

報であって規則

で定めるもの 

(3)　住登外者宛名

情報であって規

則で定めるもの

 
３　教育委員会 小学校又は中学校

の特別支援学級に

就学する児童又は

生徒の就学のため

に必要な経費の支

弁に関する事務で

あって規則で定め

るもの

市長 (1)　地方税関係情

報であって規則

で定めるもの 

(2)　住民票関係情

報であって規則

で定めるもの 

(3)　住登外者宛名

情報であって規

則で定めるもの

 
４　教育委員会 住登外者宛名番号

管理機能による住

登外者の情報の管

理に関する事務で 

あって規則で定め

るもの

市長 住登外者宛名情報

であって規則で定

めるもの
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改正前 

 

附　則 

　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
 

 
照会機関 事務 提供機関 特定個人情報

 
１　教育委員会 長久手市特別支援

学校就学奨励金支

給条例による特別

支援学校就学奨励

金に関する事務で

あって規則で定め

るもの

市長 住民票関係情報で

あって規則で定め

るもの

 
２　教育委員会 小学校又は中学校

に就学する就学援

助に関する事務で

あって規則で定め

るもの

市長 (1)　地方税関係情

報であって規則

で定めるもの 

(2)　住民票関係情

報であって規則

で定めるもの

 
３　教育委員会 小学校又は中学校

の特別支援学級に

就学する児童又は

生徒の就学のため

に必要な経費の支

弁に関する事務で

あって規則で定め

るもの

市長 (1)　地方税関係情

報であって規則

で定めるもの 

(2)　住民票関係情

報であって規則

で定めるもの 



－１６－

 



－１７－

議案の概要 

 

１　改正の趣旨 

　　この条例は、地方公共団体情報システムの標準化に伴い、長久手市特定個

人情報の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するもので

す。 

　　（背景・目的）地方公共団体情報システムの標準化に伴い、住登外者宛名

管理機能による住登外者の情報の管理を行うこととなるため、行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき行う市

の個人番号の独自利用事務について規定の整備を行うものです。 

 

２　改正の内容 

市の個人番号の独自利用事務に、住登外者に係る事務を追加すること。

（別表第１、別表第２及び別表第３関係） 

 

３　今後の影響 

　特にありません。 

 

４　附則について 

　この条例は、令和８年４月１日から施行するものとします。 

 

 

 


